
■シェアは共有の第 1歩■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 255号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：静かな日々 

 

コロナ騒動のおかげで、イベントなどの予定は無くなるばかり。 

笑恵館も訪ねてくる人はめっきり減って、静かな日々を過ごしています。 

そんな中、18(水)は、新たにパートナーとなった G 君が訪ねてきてくれて、9 時から 14 時まで、ランチも食べ

ながらじっくり話ができました。 

そして、19(木)の持ち寄り食事会も、参加者わずか 10名で皆さんこってり近況報告してくださいました。 

僕の目指す永続とは、良い時も悪い時も乗り越えていく日々の営みです。 

賑やかなことも良いですが、静かなことも楽しめる、そんな活動を展開したいと思います。 

コロナのおかげで時間ができてしまった方へ、この機会に僕と話しませんか？ 

自宅は田園都市線の長津田近く、笑恵館は小田急線祖師ヶ谷大蔵ですので、ご都合の良い方にお越しください。 

もちろん僕は現場主義ですので、お誘いくださればスーパーカブで駆け付けます。 

あなたのお誘い、お待ちしてます！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：シェアは共有の第 1歩 

 

ひょんなご縁から、僕は今「総有（そうゆう）」というテーマの寄稿文を書いている。 

ブリタニカ百科事典によると、「【総有】とは共同所有の一形態で，その財産の管理，処分権は総有団体 (ゲノッ

センシャフト，実在的総合人など) に帰属し，個々の構成員にはその使用，収益権のみが与えられるもの。中世

ゲルマンの村落共同体において典型的に発展した共同所有の形態であるが，日本でも前近代的な入会権などが総

有の性質を有するものとされている。共有の場合とは異なり，各構成員は持分権がなく，また分割を請求できな



い。さらに，その権利は団体の構成員たる資格と切り離して処分することはできない。」とある。 

なんだかわかりにくい説明だが、要は、僕が取り組む「日本土地資源協会」の活動が、そのままズバリ該当する。 

自分の活動を説明する言葉に、僕はようやく出会えたようだ。 

・ 

だが、上記の説明は使えない。 

よく読んでみると、「共同所有の形態だが・・・共有の場合とは異なり・・・」と書いてあり、「共同所有≠共有」

の意味不明。 

そこでまず、共同所有について調べてみた。 

共同所有とは、共有・総有・合有で構成される所有の在り方のこと。 

共有は、数人がそれぞれ共同所有の割合としての持ち分をもって、1 つの物を所有することで、各共有者はその

持ち分につき処分の自由をもち、共有物につき持分に応じた分割請求の自由をもつ。 

合有は、各共有者は、潜在的には持分をもつが、処分の自由、分割請求の自由は認められない（組合財産など）。 

そして総有は、各共同所有者は目的物に対して利用・収益権を有するのみで、管理権は組織や法人がもち、持分

請求権はない。 

つまり共有とは、共同所有の中で最も持分が明確で分けやすい持ち方のことだった。 

・ 

僕は以前から「共有≠シェア」を主張してきたが、この説明は明確に「共有＝シェア」を示している。 

恐らく共同所有と共有の使い分けは、どこかの法学者さんが考えた苦肉の策だろう。 

「共同所有≠共有」なんて、日本語としてナンセンスだ。 

たぶん「シェア（shere）」を訳すとき、共有にしてしまったのではないかと思う。 

1 つのものを分け合うことは、共有の一部であることは認めるが、共同所有の中において、これはむしろ「分け

て持つ＝分有」といった方が分かりやすい。 

以前紹介した「権理(right)⇒権利」のように、当初の訳語の意味や表記が変化することはあるのだから、「共有

(shere)⇒分有」に変化してもいいのではないだろうか。 

・ 

今、シェアリングエコノミーやシェアハウスなど、シェアという言葉が多用されるようになるのを見て、僕はこ

の変化の必要性を痛感する。 

個人主義がもたらした孤立や無駄を「共有」によって解消していくことには大賛成だが、シェアはその答えでな

く、ほんの入り口に過ぎない。 

つまり、固有(個人所有)から共有(共同所有)に移行する、分有という初めのステップであり、その先には、合有、

そして総有という高度な共有が可能となる。 

共有の価値は、所有者が不死身になり、後継者を生み出しながら永続所有を実現できること。 

そもそも家族とは、人間が生き残るための共有システムだったと思う。 

血縁家族が崩壊する今、土地を共同所有することで、新たな地縁家族を形成したい。 

そして、それが集まることで、持続可能な地域社会を作りたい。 

 

http://nanoni.co.jp/20200320/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘いイベント 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 



   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）03/23 ◎作業日 13-27時 面談可（青葉台） 

 10-12時 △HFA理事会（渋谷） 

（火）03/24 ◎作業日 10-21時 面談可（青葉台） 

（水）03/25 ◎作業日 10-21時 面談可（青葉台） 

（木）03/26 〇作業日 13-20時 面談可（笑恵館） 

 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）03/27 ◎作業日 10-21時 面談可（青葉台） 

（土）03/28 〇作業日 09-17時 面談可（笑恵館） 

 10-17時 ★地主の学校_9・まつむら塾（笑恵館） 

 19-21時 △笑恵館入居者食事会（笑恵館） 

（日）03/29 ◎休業日 09-18時 面談歓迎（青葉台） 

 

■その後の予定 

03/31 16-21時 ★いづみ・まちづくり起業塾（横浜） 

04/04 10-17時 ★地主の学校_10・まつむら塾（笑恵館） 

04/07 10-12時 ●いづみプロジェクト（反町） 

04/09 16-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

04/09 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

04/10 19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

04/11 10-17時 ★地主の学校_1・まつむら塾（笑恵館） 

04/16 10-20時 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

04/18 10-13時 ★地主の学校_2・まつむら塾（笑恵館） 

04/23 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

04/25 10-12時 ★地主の学校_9・まつむら塾（笑恵館） 

04/26 10-14時 ★名栗の森オーナーシップクラブ４月例会（飯能） 

04/28 19-21時 △笑恵館入居者食事会（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 



自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


